
 
 

現行 改正後

 (製造所等の施設変更の届出) (製造所等の軽微な変更工事の届出)
 

第18条　法第11条第1項の規定による許可を必要とする変更以外の軽微

な変更をしようとするときは、変更する日の7日前までに危険物製造所

等施設変更届出書(様式第9号)に経過表を添え、消防長を経て市長に提

出しなければならない。

第18条　製造所等の所有者等は、法第11条第1項の規定による許可を必要

とする変更以外の軽微な変更をするとき、火気を使用する作業をすると

き又は製造所等のタンク部分及び配管等の修理、分解、清掃その他の危

害発生のおそれのある作業をするときは、災害防止の応急処置を講ずる

とともに、危険物製造所等軽微変更工事届出書（様式第9号）に経過表

を添え、当該作業等を行う前に速やかに、消防長を経て市長に提出しな

ければならない。

 2　市長は、前項の届出書を受理したときは、第12条第2項に準じて処理

するものとする。

2　市長は、前項の届出書を受理したときは、第12条第2項に準じて処理

するものとする。

 (製造所等の工事施工の届出)
 

第19条　製造所等の所有者等は、製造所等のタンク部分及び配管等の修

理、分解、清掃その他の危害発生のおそれのある作業をするときは、災

害防止の応急処置を講ずるとともに、速やかに危険物製造所等工事施工

届出書(様式第10号)に経過表を添え、消防長に提出しなければならな

い。

第 19 条　削除

 2　消防長は、前項の届出書を受理したときは、第12条第2項に準じて処

理するものとする。



 
 

様式第9号(第18条関係) 様式第9号(第18条関係)
 



 
 

様式第10号(第19条関係) 様式第 10 号　削除

 

 


